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小中学校向け電子書籍定額サービスの導入について 

平素より、東成区政並びに本市学校教育活動にご理解とご協力を賜り、誠にありがとう

ございます。 

現在、本市並びに市内の各小中学校では、区役所や地域住民の皆様方と連携し、地域    

の実情や課題に応じた教育施策を展開する「分権型教育行政」の推進に取り組んでいる   

ところです。 

 令和元年度の「全国学力・学習状況調査」によると、大阪市内の児童生徒が読書活動に

関わる平均時間（授業以外での読書時間、学校図書室や地域図書館に訪れる頻度等）が    

全国平均よりも下回っており、読書活動の推進による読書習慣の定着が本市の大きな課題

となっています。 

そこで、東成区役所及び同区内の各小中学校が連携し、児童生徒の読書習慣の定着に向

けた新たな取り組みの一つとしまして、小学校５年生から中学校３年生までの児童生徒を

対象に、児童生徒向けの電子書籍が定額で閲覧できる「スクールイーライブラリー」を試

行的に導入することしました。 

このサービスは、本市が学校を通じて児童生徒に貸与している「学習用端末（タブレッ

ト）」をはじめ、「パソコン・タブレット・スマートフォン」などを活用し、様々なジャン

ルの児童生徒向け電子書籍が常時 1,000冊閲覧可能なサービスです。 

同サービス導入にあたり、学校授業等での活用はもちろん、長期休暇中の読書活動や   

感染症等に伴う学校臨時休業時など、様々な場面での活用を想定しておりますので、保護

者の皆様方におかれましては、ご家庭で本サービスをご活用いただくなど、本取り組み   

へのご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

なお、本サービスが、インターネット接続用端末を利用してのご利用となることから、

「ＩＤやパスワードの利用方法」「本サービス利用時のお約束ごと」等をまとめました資料

をお子様に配付しております。 

保護者の皆様方におかれましても、学校以外でのインターネット接続用端末利用等でご

注意いただきたい事項等がございますので、別紙「保護者の皆様へのお願い」を必ずご確

認いただき、「学校以外での本サービス利用に関するルール」を各ご家庭で定めていただき

ますようお願い申し上げます。また、お子様の利用状況は、学校で確認することが可能で

す。本サービスの利用に関しまして、問題等がある場合は、学校へご相談ください。 

 


